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新 旧 

高契・公告第１号 

公 告 

高松市が発注する建設工事（契約監理課経由分に限る。）の入札後審査型制 

限付き一般競争入札（以下「入札」といいます。）に係る高松市契約規則（昭 

和３９年高松市規則第３６号）第６条の規定による公告（以下「建設工事公 

告」といいます。）における用語の定義等及び入札手続その他の入札について

の基本事項を次のとおり定めたので、同条の規定により公告します。 

平成２２年４月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高契・公告第１号 

公 告 

高松市が発注する建設工事（契約監理課経由分に限る。）の入札後審査型制 

限付き一般競争入札（以下「入札」といいます。）に係る高松市契約規則（昭 

和３９年高松市規則第３６号）第６条の規定による公告（以下「建設工事公 

告」といいます。）における用語の定義等及び入札手続その他の入札について

の基本事項を次のとおり定めたので、同条の規定により公告します。 

平成２２年４月１２日 

改正 平成２２年８月１８日〔高契・公告第５１号〕（同年９月６日以

降公表分について適用） 

改正 平成２３年４月１日〔高契・公告第１０号〕（同日以降公表分に

ついて適用） 

改正 平成２３年６月６日〔高契・公告第２０号〕（同日以降公表分に

ついて適用） 

改正 平成２３年７月２９日〔高契・公告第４７号〕（同年８月１日以

降公表分について適用） 

改正 平成２４年３月２９日〔高契・公告第８号〕（同年４月１日以降

公表分について適用） 

改正 平成２４年５月２８日〔高契・公告第３８号〕（同年６月１日 

（１２(１９)に係る部分は、同年９月１日）以降公表分について適 

用） 

改正 平成２４年１２月１７日〔高契・公告第１０９号〕（同日以降公

表分について適用） 

改正 平成２５年５月２７日〔高契・公告第４７号〕（同年６月１日以

降公表分について適用） 
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改正 平成３０年４月１日〔高契・公告第２４号〕（同日以降公表分に

ついて適用） 

 

１～３ （略） 

４ 入札の区分の項目においては、「価格競争」、「総合評価Ⅰ型(施工計画

(土木)採用)」、「総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用)」、「総合評価Ⅰ型

(施工計画(設備)採用)」、「総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)」又は「総合評

価Ⅱ型」のいずれかを表示する。それぞれの用語の意義は、次のとおりとす

る。 

(１)～(５) （略） 

 (６) 「総合評価Ⅱ型」とは、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落

札者を決定する高松市総合評価落札方式実施要領第２条第４項に規定する

改正 平成２５年１０月１日〔高契・公告第９８号〕（同日以降公表分

について適用） 

改正 平成２５年１０月２８日〔高契・公告第１１２号〕（同日以降公

表分について適用） 

改正 平成２６年３月２４日〔高契・公告第８号〕（同年４月１日以降

公表分について適用） 

改正 平成２６年６月３０日〔高契・公告第５９号〕（同日以降公表分

について適用） 

改正 平成２７年３月３０日〔高契・公告第１１号〕（同年４月１日以

降公表分について適用） 

改正 平成２８年６月３日〔高契・公告第３５号〕（同日以降公表分に

ついて適用） 

改正 平成２９年４月１日〔高契・公告第３１号〕（同日以降公表分に

ついて適用） 

 

 

高松市長 大 西 秀 人 

１～３ （略） 

４ 入札の区分の項目においては、「価格競争」、「総合評価Ⅰ型(施工計画

(土木)採用)」、「総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用)」、「総合評価Ⅰ型

(施工計画(設備)採用)」、「総合評価Ⅰ型(施工計画不採用)」又は「総合評

価Ⅱ型」のいずれかを表示する。それぞれの用語の意義は、次のとおりとす

る。 

(１)～(５) （略） 

(６) 「総合評価Ⅱ型」とは、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落

札者を決定する高松市総合評価落札方式実施要領第２条第４項に規定する
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特別簡易型総合評価落札方式（別表第２において「Ⅱ型」という。）の総

合評価落札方式による入札で、同要領及びその細則、１７（(１)アを除

く。）の規定並びに次に定めるところにより評価を行うものをいう。同細

則３(７)の規定により指定する指定距離(Ａ)及び指定距離(Ｂ)のそれぞれ

の直接距離の表示は、「総合評価Ⅱ型」の文字の次に「（指定距離(Ａ)何

km、指定距離(Ｂ)何km）」を付すことによる。 

ア （略） 

 

イ 加算点は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、次の(ア)及

び(イ)の評価項目ごとに評価を行った結果により、最大５点を与える。 

(ア) 企業の施工能力 

(イ) 地域精通度（工事場所からの近接の度合い（災害時の活動体制が

整っていることを含む。）） 

ウ （略） 

 

 

(７) （略） 

５～１１ （略） 

１２ 入札に参加する者に必要な資格の項目においては、次に定めるところに

よる。 

(１)～(１９) （略） 

(２０) 「工事成績の評定に係る資格」の細項目において「過去２年間に同

業種で２件以上有する場合は、その平均が６５点未満でないこと」とは、

高松市発注の同業種工事（改正前の建設業法の２８業種区分による。）の

工事成績評定点（しゅん工検査に合格した日が当該建設工事公告の日以前

２年以内のものに限る。平成３０年４月１日現在施工中の工事であって高

特別簡易型総合評価落札方式（別表第２において「Ⅱ型」という。）の総

合評価落札方式による入札で、同要領及びその細則、１７（(１)アを除

く。）の規定並びに次に定めるところにより評価を行うものをいう。同細

則３(７)の規定により指定する指定距離(Ａ)及び指定距離(Ｂ)のそれぞれ

の直接距離の表示は、「総合評価Ⅱ型」の文字の次に「（指定距離(Ａ)何

km、指定距離(Ｂ)何km）」を付すことによる。 

ア 当該建設工事公告で定める入札参加資格を満たしている場合に、標準

点として１００点を付与する。 

イ 加算点は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、次の(ア)及

び(イ)の評価項目ごとに評価を行った結果により、最大５点を与える。 

(ア) 企業の施工能力 

(イ) 地域精通度（工事場所からの近接の度合い           

              ） 

ウ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、アの標準点とイの加算

点との合計点数を、当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行

う。 

(７) （略） 

５～１１ （略） 

１２ 入札に参加する者に必要な資格の項目においては、次に定めるところに

よる。 

(１)～(１９) （略） 

(２０) 「工事成績の評定に係る資格」の細項目において「過去２年間に同

業種で２件以上有する場合は、その平均が６５点未満でないこと」とは、

高松市発注の同業種工事（改正前の建設業法の２８業種区分による。）の

工事成績評定点（しゅん工検査に合格した日が当該建設工事公告の日以前

２年以内のものに限る。                       
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松市から香川県広域水道企業団に移管されたものを除く。）を２件以上有

する場合は、それらの平均が６５点未満でない者でなければならないこと

をいう。 

１３ （略） 

１４ 入札書等の提出の項目における用語の意義及び入札書等の提出に関して

は、次に定めるところによる。 

(１)～(７) （略） 

(８) ４(２)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(土木)採用)、４(３)に規定

する総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用)、４(４)に規定する総合評価Ⅰ型

(施工計画(設備)採用)、 ４(５)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画不採

用)又は４(６)に規定する総合評価Ⅱ型に該当する入札については、(５)ア

からウまでに掲げる書類のほか、次に掲げる書類（総合評価Ⅰ型(施工計 

画不採用)にあっては、ア及びイに掲げる書類を、総合評価Ⅱ型にあって

は、ア、イ及びウに掲げる書類を除く。）を電子ファイルとして入札書に

添付して提出しなければならない。なお、特定建設工事共同企業体での入

札の場合は、代表者となる構成員（当該建設工事公告において評価対象と

する構成員について別段の定めのあるときは、当該構成員とする。）につ

いてのみの提出とする。 

ア～キ （略） 

(９)～(１３) （略） 

１５～２２ （略） 

 ２３ 補則 

  (１)～(６) （略） 

  (７) 入札には、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行

令、建設業法、高松市契約規則（高松市下水道事業の会計事務の特例に関

する規則第１００条において読み替えて準用する場合を含む。）、高松市

                           ）を２件以上有

する場合は、それらの平均が６５点未満でない者でなければならないこと

をいう。 

 １３ （略） 

１４ 入札書等の提出の項目における用語の意義及び入札書等の提出に関して

は、次に定めるところによる。 

(１)～(７) （略） 

(８) ４(２)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画(土木)採用)、４(３)に規定

する総合評価Ⅰ型(施工計画(建築)採用)、４(４)に規定する総合評価Ⅰ型

(施工計画(設備)採用)又は４(５)に規定する総合評価Ⅰ型(施工計画不採

用)                に該当する入札については、(５)ア

からウまでに掲げる書類のほか、次に掲げる書類（総合評価Ⅰ型(施工計

画不採用)にあっては、ア及びイに掲げる書類を            

                除く。）を電子ファイルとして入札書に

添付して提出しなければならない。なお、特定建設工事共同企業体での入

札の場合は、代表者となる構成員（当該建設工事公告において評価対象と

する構成員について別段の定めのあるときは、当該構成員とする。）につ

いてのみの提出とする。 

  ア～キ （略） 

(９)～(１３) （略） 

１５～２２ （略） 

２３ 補則 

(１)～(６) （略） 

 (７) 入札には、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行

令、建設業法、高松市契約規則                    

                               、高松市
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入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領、高松市総合評価落札方式実

施要領及びその細則、高松市電子入札（工事・コンサル）運用基準、高松

市工事等の入札及び契約の過程並びに指名停止等措置に係る苦情処理手続

要領、高松市指名停止等措置要綱、高松市指名停止等措置要綱別表第２６

号を適用し指名停止をする場合の運用基準（平成２４年高松市告示第４０

４号）、高松市入札参加者心得、高松市最低制限価格制度要領（平成２６

年１月３１日施行）その他関係規程（契約監理課ホームページに掲載され

ている最新の「入札制度に関する質問及び回答」を含む。）及び(１２)の

使用約款、設計書、図面その他契約に必要な条件を承諾の上、参加しなけ

ればならない。 

(８)～(１３) （略） 

 

別表第１ （略） 

 

入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領、高松市総合評価落札方式実

施要領及びその細則、高松市電子入札（工事・コンサル）運用基準、高松

市工事等の入札及び契約の過程並びに指名停止等措置に係る苦情処理手続

要領、高松市指名停止等措置要綱、高松市指名停止等措置要綱別表第２６

号を適用し指名停止をする場合の運用基準（平成２４年高松市告示第４０

４号）、高松市入札参加者心得、高松市最低制限価格制度要領（平成２６

年１月３１日施行）その他関係規程（契約監理課ホームページに掲載され

ている最新の「入札制度に関する質問及び回答」を含む。）及び(１２)の

使用約款、設計書、図面その他契約に必要な条件を承諾の上、参加しなけ

ればならない。 

(８)～(１３) （略） 

 

別表第１ （略） 
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別表第２ 

 

 

別表第２ 

 提出主体 単体企業（個人又は法人） 特定建設工事共同企業体   提出主体 単体企業（個人又は法人） 特定建設工事共同企業体  

 
提出 
時期 入札書に添付 

を求める書類 

落札候補者に提 

出を求める書類 

入札書に添付 

を求める書類 

落札候補者に提 

出を求める書類 

  
提出 
時期 入札書に添付 

を求める書類 

落札候補者に提 

出を求める書類 

入札書に添付 

を求める書類 

落札候補者に提 

出を求める書類 

 

 入札の区分   入札の区分  

 ① 価格競争 

・積算内訳書 
・入札参加資格
確認申請書
（兼施工実績
確認資料・配
置予定技術者
確認資料） 

・発注工種雇用
技術者確認資
料※１ 

・施工実績審査
用書類 

・配置予定技術
者審査用書類
（資格関係） 

・配置予定技術
者審査用書類
（雇用関係） 

・備考２に掲げ
る書類※２ 

 
・主任技術者兼
務届※３ 

・委任状（営業
所への委任）
※３ 

・営業証明書※
４ 

・経営規模等評
価結果通知
書・総合評定
値通知書※４ 

・積算内訳書 
・入札参加資格
確認申請書
（兼施工実績
確認資料・配
置予定技術者
確認資料） 

・発注工種雇用
技術者確認資
料※１ 

・施工実績審査
用書類 

・配置予定技術
者審査用書類
（資格関係） 

・配置予定技術
者審査用書類
（雇用関係） 

・備考２に掲げ
る書類※２ 

・協定書の写し 
・委任状（ＪＶ
代表者への委
任） 

・経営規模等評
価結果通知
書・総合評定
通知書の写し 

 
・委任状（営業
所への委任）
※３ 

・営業証明書※
４ 

・経営規模等評
価結果通知
書・総合評定
値通知書※４ 

  ① 価格競争 

・積算内訳書 
・入札参加資格
確認申請書
（兼施工実績
確認資料・配
置予定技術者
確認資料） 

・発注工種雇用
技術者確認資
料※１ 

・施工実績審査
用書類 

・配置予定技術
者審査用書類
（資格関係） 

・配置予定技術
者審査用書類
（雇用関係） 

・備考２に掲げ
る書類※２ 

 
・主任技術者兼
務届※３ 

・委任状（営業
所への委任）
※３ 

・営業証明書※
４ 

・経営規模等評
価結果通知
書・総合評定
値通知書※４ 

・積算内訳書 
・入札参加資格
確認申請書
（兼施工実績
確認資料・配
置予定技術者
確認資料） 

・発注工種雇用
技術者確認資
料※１ 

・施工実績審査
用書類 

・配置予定技術
者審査用書類
（資格関係） 

・配置予定技術
者審査用書類
（雇用関係） 

・備考２に掲げ
る書類※２ 

・協定書の写し 
・委任状（ＪＶ
代表者への委
任） 

・経営規模等評
価結果通知
書・総合評定
通知書の写し 

 
・委任状（営業
所への委任）
※３ 

・営業証明書※
４ 

・経営規模等評
価結果通知
書・総合評定
値通知書※４ 
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総
合
評
価 

 
 

 
 

 
 

の
場
合
に
①
に
加
え
て
提
出
す
る
書
類 

・総合評価
Ⅰ型(施工
計画 ( 土
木)採用) 
・総合評価
Ⅰ型(施工
計画 ( 建
築)採用) 
・総合評価
Ⅰ型(施工
計画 ( 設
備)採用) 

・技術提案書 
・施工計画書 
・施工実績・技
術者申告書 

・「登録基幹技
能者の活用」
申告書※５ 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

・市・県民税特別 
徴収対象職員数 
照会同意書※６ 

・所有建物に係る 
照会同意書※７ 

・「市内企業の活 
用」申告書※６ 

 

・技術提案書 
・施工計画書 
・施工実績・技
術者申告書 

・「登録基幹技
能者の活用」
申告書※５ 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

・市・県民税特別 
徴収対象職員数 
照会同意書※６ 

・所有建物に係る 
照会同意書※７ 

・「市内企業の活 
用」申告書※６ 

   

総
合
評
価( Ⅱ

型
を
除
く
。)

の
場
合
に
①
に
加
え
て
提
出
す
る
書
類 

・総合評価
Ⅰ型(施工
計画 ( 土
木)採用) 
・総合評価
Ⅰ型(施工
計画 ( 建
築)採用) 
・総合評価
Ⅰ型(施工
計画 ( 設
備)採用) 

・技術提案書 
・施工計画書 
・施工実績・技
術者申告書 

・「登録基幹技
能者の活用」
申告書※５ 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

・市・県民税特別 
徴収対象職員数 
照会同意書※６ 

・所有建物に係る 
照会同意書※７ 

・「市内企業の活 
用」申告書※６ 

 

・技術提案書 
・施工計画書 
・施工実績・技
術者申告書 

・「登録基幹技
能者の活用」
申告書※５ 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

・市・県民税特別 
徴収対象職員数 
照会同意書※６ 

・所有建物に係る 
照会同意書※７ 

・「市内企業の活 
用」申告書※６ 

  

 
総合評価Ⅰ
型(施工計
画不採用) 

・技術提案書 
・施工実績・技
術者申告書 

・「登録基幹技
能者の活用」
申告書※５ 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

・市・県民税特別 
徴収対象職員数 
照会同意書※６ 

・所有建物に係る 
照会同意書※７ 

・「市内企業の活 
用」申告書※６ 

 

・技術提案書 
・施工実績・技
術者申告書 

・「登録基幹技
能者の活用」
申告書※５ 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

・市・県民税特別 
徴収対象職員数 
照会同意書※６ 

・所有建物に係る 
照会同意書※７ 

・「市内企業の活 
用」申告書※６ 

   
総合評価Ⅰ
型(施工計
画不採用) 

・技術提案書 
・施工実績・技
術者申告書 

・「登録基幹技
能者の活用」
申告書※５ 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

・市・県民税特別 
徴収対象職員数 
照会同意書※６ 

・所有建物に係る 
照会同意書※７ 

・「市内企業の活 
用」申告書※６ 

 

・技術提案書 
・施工実績・技
術者申告書 

・「登録基幹技
能者の活用」
申告書※５ 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

・市・県民税特別 
徴収対象職員数 
照会同意書※６ 

・所有建物に係る 
照会同意書※７ 

・「市内企業の活 
用」申告書※６ 
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 総合評価
Ⅱ型 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

 

・「災害時の活
動体制」申告
書※５ 

・加入等証明書
（締結団体等
用）又は（連
携団体等用）
※５ 

   

        

    

         
         
     
         
         
         
    

 

         
         
     
         
         
         
    

  

 

備考 

１ （略） 

 

 

２ （略） 

 

 

 

備考 

１ 施工実績・技術者申告書及び「災害時の活動体制」申告書については、

これらの書類について証明書類の写し等の添付を要する場合にあっては、 

当該証明書類の写し等を含む。 

２ ※２「営業所の所在地要件」の細目において「市内営業所の常勤技術 

者数の条件有り」とされた案件については、※１の書類の添付と１４ 

(１)カ(ア)から(エ)までに掲げる書類を提出する必要がある。ただし、 

直近２年度における特別徴収通知書登載者の数が指定技術者数以上であ 
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３ （略） 

４ （略） 

 

 

５ （略） 

 

６ （略） 

 

 

 

７ （略） 

 

る場合は、１４(１)カ(ウ)に掲げる書類の提出は不要である。 

３ ※３を付した書類は、該当の場合のみ提出の必要がある。 

４ ※４を付した書類は、市内企業又は準市内企業であって、直近の入札

参加資格申請の際に営業証明書又は経営規模等評価結果通知書・総合評

定値通知書を提出していないものが、提出の必要がある。 

５ ※５を付した書類は、当該評価を受けようとする場合に、提出の必要

がある。 

６ １４(１１)の規定により入札者以外の者の作成した市・県民税特別徴 

収対象職員数照会同意書を提出する場合は、入札書に添付することなく、 

入札書提出期間内において、１４(１１)に定めるところにより、別途持 

参する必要がある。 

７ ※６及び※７を付した書類は、市内企業のみが入札参加資格を有する案

件以外において、当該評価を受けようとする場合に、提出の必要がある。

ただし、登記事項証明書を提出して当該評価を受ける場合は、※７を付し

た書類の提出は不要である。 

 

 

 


